
区分支給 介護保険 利用者分10％ 介護保険 食費 部屋代 1日の利用料

限度額 枠外の日数 (A) 枠内の日数 （B） （C） （A）+（B）+(C）

第2段階 600 880 2,015 213,077
第3段階① 1,000 1,370 2,905 221,087
第3段階② 1,300 1,370 3,205 223,787
第4段階 1,445 2,066 4,046 231,356
第2段階 600 880 2,142 194,226

第3段階① 1,000 1,370 3,032 207,576
第3段階② 1,300 1,370 3,332 212,076
第4段階 1,445 2,066 4,173 224,691
第2段階 600 880 2,220 151,479

第3段階① 1,000 1,370 3,110 172,839
第3段階② 1,300 1,370 3,410 180,039
第4段階 1,445 2,066 4,251 200,223
第2段階 600 880 2,288 140,625

第3段階① 1,000 1,370 3,178 163,765
第3段階② 1,300 1,370 3,478 171,565
第4段階 1,445 2,066 4,319 193,431
第2段階 600 880 2,363 83,231

第3段階① 1,000 1,370 3,253 109,931
第3段階② 1,300 1,370 3,553 118,931
第4段階 1,445 2,066 4,394 144,161
第2段階 600 880 2,434 86,071

第3段階① 1,000 1,370 3,324 112,771
第3段階② 1,300 1,370 3,624 121,771
第4段階 1,445 2,066 4,465 147,001
第2段階 600 880 2,503 88,831

第3段階① 1,000 1,370 3,393 115,531
第3段階② 1,300 1,370 3,693 124,531
第4段階 1,445 2,066 4,534 149,761

184円
※　看護体制加算、夜勤職員配置加算においては、介護予防は算定致しません。

第２段階
第３段階① 朝食 ¥395
第３段階② 昼食 ¥540
第４段階 夕食 ¥510

ショートステイ昌普久苑　料金表（R6年8月～）
一日の基本料金＝利用者分10％＋食費＋居住費

要介護度 単位 看護体制加
算（Ⅰ）（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅱ）

サービス提
供体制強化
加算（Ⅲ）

自費合計 負担限度額
31日の
利用料

要支援1 5,032 529 6 194,942 22 535 9

要支援2 10,531 656 6 162,096 16 662 15

要介護1 16,765 704 12 18 6 98,199 9 740 22

要介護2 19,705 772 12 18 6 81,137 7 808 24

要介護3 27,048 847 12 18 6 12,341 1 883 30

要介護4 30,938 918 12 18 6 13,051 1 954 30

要介護5 36,217 987 12 18 6 13,741 1 1,023 30

加算

 ◎介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
円 利用者全員

 　１か月の利用総単位数（加算含む）×13.6％　（1円未満の端数は切り捨て）　　　　　
 ◎療養食加算（対象者）　8単位／1食　を算定いたします。 ※必要に応じて加算されます
 ◎送迎加算（対象者：昌普久苑⇔自宅間のみ）　/片道

上記以外の方

世帯全員が市民税非課税で前年度の合計所得金額＋年金収入額が80万円以下 単身：650万円以下　夫婦：1650万円以下 食費
世帯全員が市民税非課税で前年度の合計所得金額＋年金収入額が80万円超、120万円以下 単身：550万円以下　夫婦：1550万円以下
世帯全員が市民税非課税で前年度の合計所得金額＋年金収入額が120万円超 単身：500万円以下　夫婦：1500万円以下


